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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクリロニトリルブタジエンゴム（ＮＢＲ）、およびエチレンプロピレンジエンゴム（
ＥＰＤＭ）の２種のみを質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝７０／３０～３０／７０の範囲で
含むゴム分、
　前記ゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部未満の範囲で、かつローラ抵抗値が１
０４Ω以上、１０６．５Ω以下となるように配合割合が調整されたＳＡＦ、ＩＳＡＦ、お
よびＨＡＦからなる群より選ばれた少なくとも１種のカーボンブラック、ならびに
　前記ゴム分を架橋させるための架橋成分としての硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフ
ェンアミド系促進剤を含むゴム組成物を筒状に押出成形し、
　加硫缶または連続架橋装置を用いて架橋させたのちシャフトを挿通した状態で、
　紫外線の照射により外周面に酸化膜を形成してなる半導電性ローラ。
【請求項２】
　前記ゴム組成物は、さらに架橋助剤、充填剤、老化防止剤、酸化防止剤、スコーチ防止
剤、滑剤、顔料、難燃剤、中和剤、および気泡防止剤からなる群より選ばれた少なくとも
１種の添加剤を含んでいる請求項１に記載の半導電性ローラ。
【請求項３】
　前記シャフトを挿通したのち紫外線の照射に先立って前記外周面を研磨してなる請求項
１または２に記載の半導電性ローラ。
【請求項４】
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　電子写真法を利用した画像形成装置において、帯電ローラとして使用される請求項１な
いし３のいずれか１項に記載の半導電性ローラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばレーザープリンタ、静電式複写機、普通紙ファクシミリ装置、あるい
はこれらの複合機等の、いわゆる電子写真法を利用した画像形成装置において帯電ローラ
等として用いることができる半導電性ローラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置において感光体の表面を一様に帯電させるために使用される帯電ローラ等
としては、例えば半導電性のゴム組成物を所定のプレス型内に充てんしてプレス架橋によ
って筒状に成形するとともにゴム分を架橋させたのち、中心の通孔に金属等からなるシャ
フトを挿通してなる半導電性ローラが用いられる。
　近年、例えばスモールオフィスやパーソナル向けとして使用可能なコンパクトでかつ安
価なレーザープリンタが開発され、普及しつつあり、かかるレーザープリンタに組み込ま
れる帯電ローラ等の半導電性ローラについても製造が容易でできるだけコスト安価に提供
できることが求められるようになってきている。
【０００３】
　ゴム組成物に半導電性を付与するためには、例えばゴム分としてイオン導電性ゴムを用
いたりイオン導電性塩等のイオン導電剤を配合したりしてイオン導電性を付与するか、あ
るいはカーボンブラックや金属粉等の導電性充填剤を配合して電子導電性を付与するのが
一般的である。
　しかし前者の場合にはイオン導電性ゴムやイオン導電剤が非常に高価である上、入手や
取り扱い等も難しいため、これらのことが半導電性ローラの生産性を低下させ、製造コス
トを増加させる原因となっている。
【０００４】
　一方、後者の場合には汎用のゴム分に汎用の導電性充填剤を配合すればよいためゴム組
成物自体はコスト安価に調製できる。
　しかしゴム組成物中に導電性充填剤を均一に分散させるのは難しく、半導電性ローラの
外周面の周方向や幅方向で単位体積あたりの導電性充填剤の含有量がばらつきやすいため
、それに伴って１つの半導電性ローラの外周面で電気抵抗値が一定せずにばらつきやすい
という問題がある。そして、外周面の電気抵抗値にばらつきのある半導電性ローラを例え
ば帯電ローラとして使用した場合には、感光体の表面を均一に帯電させることができず、
形成画像に濃度ムラ等の画像不良を生じるおそれがある。
【０００５】
　半導電性ローラの外周面をコーティング膜で被覆すると、電気抵抗値のばらつきをカバ
ーして感光体の表面を均一に帯電させることができ、形成画像に濃度ムラ等の画像不良が
生じるのを抑制できる。
　また半導電性ローラを帯電ローラ等として感光体と直接に接触させた状態で使用した際
に、当該半導電性ローラ中から外周面にブリードあるいはブルームしてくる成分によって
感光体が汚染されて形成画像に影響がでるのを防ぐこともできる。さらにトナーの流動性
や帯電性を改善するべくトナーに添加されるシリカ等の添加剤が半導電性ローラの外周面
に蓄積されて形成画像に影響がでるのを防止することもできる（特許文献１等）。
【０００６】
　しかしコーティング膜は、そのもとになる液状のコーティング剤をスプレー法、ディッ
ピング法等の塗布方法によって半導電性ローラの外周面に塗布したのち乾燥させて形成さ
れ、かかる形成過程において埃等の異物の混入、厚みムラの発生等の様々な不良を生じや
すいという問題がある。
　しかもコーティング膜の形成は既に確立された技術であって更なる改良の余地は少ない
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ため、これらの不良が発生する割合（不良率）を現状より大幅に低下させるのは難しく、
このことも半導電性ローラの歩留まりおよび生産性を低下させ、製造コストを上昇させる
一因となっている。
【０００７】
　またイオン導電性、電子導電性のいずれのゴム組成物を用いる場合でも当該ゴム組成物
をプレス架橋させるためには、レーザープリンタの製造メーカーごと、あるいは同じ製造
メーカーでも製品ごとに半導電性ローラの外径や幅、シャフトの径等はさまざまであるた
め、そのそれぞれに対応したプレス型を常時用意しておく必要がある。
　したがってプレス型に多額の設備投資を要し、このことが半導電性ローラの生産性を低
下させ、製造コストを増加させる原因の一つとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３４４９７２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、従来に比べてコスト安価に製造でき、しかもその外周面の周方向や幅
方向で電気抵抗値がばらついたりせず均一な半導電性ローラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、アクリロニトリルブタジエンゴム（ＮＢＲ）、およびエチレンプロピレンジ
エンゴム（ＥＰＤＭ）の２種のみを質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝７０／３０～３０／７
０の範囲で含むゴム分、
　前記ゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部未満の範囲で、かつローラ抵抗値が１
０４Ω以上、１０６．５Ω以下となるように配合割合が調整されたＳＡＦ、ＩＳＡＦ、お
よびＨＡＦからなる群より選ばれた少なくとも１種のカーボンブラック、ならびに
　前記ゴム分を架橋させるための架橋成分としての硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフ
ェンアミド系促進剤を含むゴム組成物を筒状に押出成形し、
　加硫缶または連続架橋装置を用いて架橋させたのちシャフトを挿通した状態で、
　紫外線の照射により外周面に酸化膜を形成してなる半導電性ローラである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ゴム分としてＮＢＲとＥＰＤＭという、いずれも汎用のゴムを使用す
るとともに、かかる汎用のゴムに、汎用のカーボンブラックのうちＳＡＦ、ＩＳＡＦ、お
よびＨＡＦからなる群より選ばれた少なくとも１種を配合することにより、半導電性ロー
ラのもとになるゴム組成物自体をコスト安価に調製できる。
　また、かかるゴム組成物を筒状に押出成形後、プレス型を使用せずに、加硫缶または連
続架橋装置を用いて架橋させているため半導電性ローラの外径や幅、シャフトの径等に応
じた複数のプレス型を常時用意しておく必要がなく、多額の設備投資を不要にできる。外
径やシャフトの径の違いは押出成形に使用するダイを変更したり押出条件を調整したりす
ることにより、また幅の違いは押出成形した筒体のカット位置を変更したりすることによ
り、それぞれ対応できる。
【００１２】
　またゴム分としてＮＢＲとＥＰＤＭとを質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝７０／３０～３
０／７０の範囲で併用し、カーボンブラックとしては上記３種のうちの少なくとも１種を
選択して用い、なおかつ架橋成分として硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフェンアミド
系促進剤を少なくとも併用するとともに、外周面を形成するゴム組成物中に含まれるＮＢ
Ｒのジエン結合部分を紫外線の照射によって酸化反応させて酸化膜を形成することにより
、カーボンブラックを配合して電子導電性を付与した際に生じる先述した問題は全て解消
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できる。
【００１３】
　すなわち酸化膜は、従来のコーティング膜と同様にカーボンブラックの含有量のばらつ
きによる電気抵抗値のばらつきをカバーして、１つの半導電性ローラ内で電気抵抗値がば
らつくのを抑制するために機能するとともに、ブリードやブルームによって感光体が汚染
されたり、シリカ等の添加剤が半導電性ローラの外周面に蓄積したりするのを防止するた
めにも機能する。
【００１４】
　しかも酸化膜はコーティング膜とは違い、半導電性ローラの外周面に紫外線を照射して
、当該外周面を形成するゴム組成物中に含まれるＮＢＲそれ自体のジエン結合部分を酸化
反応させて形成されるため、その形成工程において酸化膜中に埃等の異物が混入するおそ
れはない。また酸化反応は、紫外線の照射によって半導電性ローラの外周面で一様に進行
するため、酸化膜に厚みムラが生じるおそれもない。そのため半導電性ローラの歩留まり
および生産性を向上できる。
【００１５】
　ただしカーボンブラックとして、電子導電性に優れたいわゆる導電性カーボンブラック
を使用した場合には少量の添加で半導電性ローラに半導電性を付与できるものの、かかる
導電性カーボンブラックはゴム分に対する分散性が低いため半導電性ローラの外周面の単
位体積あたりの含有量に大きなばらつきを生じやすく、酸化膜ではかかる含有量のばらつ
きによる電気抵抗値のばらつきを十分にカバーすることができない。
【００１６】
　そのため、かかる半導電性ローラを例えば帯電ローラとして使用した場合には感光体の
表面を均一に帯電させることができず、形成画像に濃度ムラ等の画像不良を生じるおそれ
がある。
　またカーボンブラックとして、ＨＡＦより粒径の大きいＦＥＦを使用した場合には半導
電性ローラのローラ抵抗値を１０６．５Ω以下とするためにゴム分の総量１００質量部あ
たり５０質量部以上の多量のカーボンブラックを配合しなければならない。
【００１７】
　そのため各成分を混練してゴム組成物を調製する際や、当該ゴム組成物を筒状に押出成
形する際の加工性が低下して良好な筒体を形成できなかったり、形成できたとしても架橋
後の筒体が硬くなってシャフトをスムースに挿通できなかったりする。
　これに対しカーボンブラックとしてＳＡＦ、ＩＳＡＦ、およびＨＡＦからなる群より選
ばれた少なくとも１種を使用した場合には、これらのカーボンブラックを、導電性カーボ
ンブラックよりも均一にゴム組成物中に分散させて、含有量のばらつきとそれによる電気
抵抗値のばらつきを、半導電性ローラの外周面に形成する酸化膜によって十分にカバーで
きる程度まで小さくすることが可能となる。
【００１８】
　また半導電性ローラのローラ抵抗値を１０６．５Ω以下とするためには、上記３種のカ
ーボンブラックのうちの少なくとも１種をゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部未
満の割合で配合すればよいため、各成分を混錬してゴム組成物を調製したり、調製したゴ
ム組成物を筒状に押出成形したりする際の加工性を向上して良好な筒体を形成できる。ま
た架橋後の筒体の柔軟性を向上してシャフトをスムースに挿通することも可能となる。
【００１９】
　ただしＮＢＲとＥＰＤＭの２種のゴム分のうちＮＢＲの割合が先述の範囲より少ない場
合には、当該ＮＢＲのジエン結合部分の割合が少なくなるため、半導電性ローラの外周面
に、先に説明した機能に優れた十分な厚みと強度を有する酸化膜を形成することができな
い。
　一方ＥＰＤＭは半導電性ローラの耐オゾン性、耐老化性、耐候性等の耐性を向上するた
めに機能する成分であり、かかるＥＰＤＭの割合が先述の範囲より少ない場合にはかかる
耐性が不足して、例えば酸化膜形成のために紫外線照射した際に外周面にクラック等を生
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じやすくなる。
【００２０】
　これに対しゴム分としてＮＢＲとＥＰＤＭの２種のみを質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝
７０／３０～３０／７０の範囲で併用することにより、クラック等の発生を抑制しながら
、紫外線の照射によって半導電性ローラの外周面に、先に説明した機能に優れた十分な厚
みと強度を有する酸化膜を形成することが可能となる。
　ただし架橋成分として過酸化物架橋剤のみを使用し、硫黄とスルフェンアミド系促進剤
を使用しない場合には、酸素が存在する加硫缶や連続架橋装置での架橋ではゴム分を架橋
反応させることができず、例えば帯電ローラとして感光体と接触させた際に当該帯電ロー
ラに貼りつくといった問題を生じてしまう。
【００２１】
　また硫黄とスルフェンアミド系促進剤のみを使用し、過酸化物架橋剤を使用しない場合
には、加硫缶や連続架橋装置を用いた架橋によって架橋反応を進行させることはできるも
のの架橋が十分でなく、例えば感光体と接触させた状態で長時間停止させた際に接触部位
にヘタリを生じて、形成画像のヘタリに対応する位置にニップ跡の画像不良を生じてしま
う。
【００２２】
　これに対し、架橋成分として硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフェンアミド系促進剤
の３種を併用することにより、加硫缶や連続架橋装置を用いた架橋によってゴム分を十分
に架橋させて、上記貼りつきやヘタリ等を生じない半導電性ローラを形成できる。
　かかる半導電性ローラのローラ抵抗値が１０４Ω以上、１０６．５Ω以下に限定される
のは、ローラ抵抗値がこの範囲未満である場合、および範囲を超える場合には、そのいず
れにおいても当該半導電性ローラを帯電ローラとして使用した際に良好な画像を形成でき
ず、画像不良を生じるためである。これに対しローラ抵抗値を上記の範囲とすることによ
り、特に帯電ローラとして使用した際に画像不良のない良好な画像を形成しうる半導電性
ローラを形成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の半導電性ローラの、実施の形態の一例を示す斜視図である。
【図２】半導電性ローラのローラ抵抗値を測定する方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明はＮＢＲ、およびＥＰＤＭの２種のみを質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝７０／３
０～３０／７０の範囲で含むゴム分、
　前記ゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部未満の範囲で、かつローラ抵抗値が１
０４Ω以上、１０６．５Ω以下となるように配合割合が調整されたＳＡＦ、ＩＳＡＦ、お
よびＨＡＦからなる群より選ばれた少なくとも１種のカーボンブラック、ならびに
　前記ゴム分を架橋させるための架橋成分としての硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフ
ェンアミド系促進剤を含むゴム組成物を筒状に押出成形し、
　加硫缶または連続架橋装置を用いて架橋させたのちシャフトを挿通した状態で、
　紫外線の照射により外周面に酸化膜を形成してなる半導電性ローラである。
【００２５】
　《ゴム組成物》
　〈ゴム分〉
　ゴム分としては、先に説明したようにＮＢＲとＥＰＤＭの２種のみを、質量比(ＮＢＲ)
／(ＥＰＤＭ)＝７０／３０～３０／７０の範囲で併用する。
　この範囲よりＮＢＲの割合が少ない場合には、当該ＮＢＲのジエン結合部分の割合が少
なくなるため、半導電性ローラの外周面に、先述した機能に優れた十分な厚みと強度を有
する酸化膜を形成することができない。
【００２６】
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　一方、ＥＰＤＭの割合が上記の範囲より少ない場合には、当該ＥＰＤＭによる半導電性
ローラの耐オゾン性、耐老化性、耐候性等の耐性を向上する効果が十分に得られないため
、例えば酸化膜形成のために紫外線照射した際に外周面にクラック等を生じやすくなる。
　これに対しゴム分としてＮＢＲとＥＰＤＭの２種のみを上記の質量比で併用することに
より、クラック等の発生を抑制しながら、紫外線の照射によって半導電性ローラの外周面
に、先述した機能に優れた十分な厚みと強度を有する酸化膜を形成することが可能となる
。
【００２７】
　（ＮＢＲ）
　ＮＢＲとしては、アクリロニトリル含量によって分類される低ニトリルＮＢＲ、中ニト
リルＮＢＲ、中高ニトリルＮＢＲ、高ニトリルＮＢＲ、および極高ニトリルＮＢＲがいず
れも使用可能である。
　これらＮＢＲの１種または２種以上を使用できる。
【００２８】
　（ＥＰＤＭ）
　ＥＰＤＭとしては、エチレンとプロピレンに少量の第３成分（ジエン分）を加えること
で主鎖中に二重結合を導入した種々のＥＰＤＭがいずれも使用可能である。ＥＰＤＭとし
ては、第３成分の種類や量の違いによる様々な製品が提供されている。代表的な第３成分
としては、例えばエチリデンノルボルネン（ＥＮＢ）、１，４－ヘキサジエン（１，４－
ＨＤ）、ジシクロペンタジエン（ＤＣＰ）等が挙げられる。
【００２９】
　これらＥＰＤＭの１種または２種以上を使用できる。
　〈カーボンブラック〉
　カーボンブラックとしては、先に説明したようにＳＡＦ、ＩＳＡＦ、およびＨＡＦから
なる群より選ばれた少なくとも１種が選択して用いられる。
　上記３種以外の、例えば導電性カーボンブラックを使用した場合には、当該導電性カー
ボンブラックのゴム分に対する分散性が低いため半導電性ローラの外周面の単位体積あた
りの含有量に大きなばらつきを生じやすく、酸化膜ではかかる含有量のばらつきによる電
気抵抗値のばらつきを十分にカバーすることができない。
【００３０】
　そのため、かかる半導電性ローラを例えば帯電ローラとして使用した場合には感光体の
表面を均一に帯電させることができず、形成画像に濃度ムラ等の画像不良を生じるおそれ
がある。
　またＨＡＦより粒径の大きいＦＥＦを使用した場合には、半導電性ローラのローラ抵抗
値を１０６．５Ω以下とするためにゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部以上の多
量のカーボンブラックを配合しなければならない。
【００３１】
　そのため各成分を混練してゴム組成物を調製する際や、当該ゴム組成物を筒状に押出成
形する際の加工性が低下して良好な筒体を形成できなかったり、形成できたとしても架橋
後の筒体が硬くなってシャフトをスムースに挿通できなかったりする。
　これに対しカーボンブラックとしてＳＡＦ、ＩＳＡＦ、およびＨＡＦからなる群より選
ばれた少なくとも１種を使用した場合には、これらのカーボンブラックを、導電性カーボ
ンブラックよりも均一にゴム組成物中に分散させて、含有量のばらつきとそれによる電気
抵抗値のばらつきを、半導電性ローラの外周面に形成する酸化膜によって十分にカバーで
きる程度まで小さくすることが可能となる。
【００３２】
　また半導電性ローラのローラ抵抗値を１０６．５Ω以下とするためには、上記３種のカ
ーボンブラックのうちの少なくとも１種をゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部未
満の割合で配合すればよいため、各成分を混錬してゴム組成物を調製したり、調製したゴ
ム組成物を筒状に押出成形したりする際の加工性を向上して良好な筒体を形成できる。ま
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た架橋後の筒体の柔軟性を向上してシャフトをスムースに挿通することも可能となる。
【００３３】
　カーボンブラックの配合割合は、ゴム分の総量１００質量部あたり５０質量部未満で、
なおかつ後述する測定方法によって測定される半導電性ローラのローラ抵抗値が１０４Ω
以上、１０６．５Ω以下となるように設定すればよい。
　具体的には、使用するカーボンブラックが上記３種のうちどの１種または２種以上であ
るかや、組み合わせるゴム分におけるＮＢＲとＥＰＤＭの質量比、あるいは組み合わせる
架橋成分の種類等と、目的とするローラ抵抗値との兼ね合いにより、上記ゴム分の総量１
００質量部あたり５０質量部未満の範囲で、カーボンブラックの配合割合の好適範囲を設
定できる。
【００３４】
　例えばカーボンブラックがＳＡＦである場合、当該ＳＡＦの配合割合は、ゴム分の総量
１００質量部あたり２２．５質量部以上であるのが好ましく、３２．５質量部以下である
のが好ましい。またＩＳＡＦである場合は、ゴム分の総量１００質量部あたり２７．５質
量部以上であるのが好ましく、３５質量部以下であるのが好ましい。さらにＨＡＦの場合
は、ゴム分の総量１００質量部あたり３２．５質量部以上であるのが好ましく、４０質量
部以下であるのが好ましい。
【００３５】
　〈架橋成分〉
　架橋成分としては、先に説明したように硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフェンアミ
ド系促進剤の３種を少なくとも併用する。これにより、加硫缶や連続架橋装置を用いた架
橋によってゴム分を十分に架橋させて感光体への貼りつきやヘタリ等を生じない半導電性
ローラを形成できる。
【００３６】
　（硫黄）
　硫黄としては、架橋剤（加硫剤）として機能しうる種々の硫黄が使用可能である。特に
粉末硫黄が好ましい。
　硫黄の配合割合は、ゴム分の総量１００質量部あたり０．５質量部以上であるのが好ま
しく、２．５質量部以下であるのが好ましい。
【００３７】
　硫黄の配合割合がこの範囲未満では、加硫缶や連続架橋装置を用いた架橋によってゴム
分を十分に架橋できないおそれがある。一方、硫黄の配合割合が上記の範囲を超える場合
には、過剰の硫黄が半導電性ローラの外周面にブルームして感光体を汚染したりするおそ
れがある。
　これに対し、硫黄の配合割合を上記の範囲とすることで、ブルームの発生を防止しなが
ら、ゴム分をより一層良好に架橋させることができる。
【００３８】
　（過酸化物架橋剤）
　過酸化物架橋剤としては、例えばジベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイ
ド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、α，α′－ジ（
ｔ－ブチルパーオキシ）ジイソプロピルベンゼン、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、ジ
－ｔ－ヘキシルパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２
，５－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）へキシン－３、１，１－ジ（ｔ－ヘキシルパーオキ
シ）シクロヘキサン、１，１－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）シクロヘキサン、ｎ－ブチル
－４，４－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）バレレート、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ベ
ンゾイルパーオキシ）ヘキサン、ｔ－ヘキシルパーオキシベンゾエート、ｔ－ブチルパー
オキシベンゾエート等の１種または２種以上が挙げられる。
【００３９】
　過酸化物架橋剤の配合割合は、ゴム分の総量１００質量部あたり１．０質量部以上であ
るのが好ましく、３．０質量部以下であるのが好ましい。
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　過酸化物架橋剤の配合割合がこの範囲未満では、加硫缶や連続架橋装置を用いた架橋に
よってゴム分を十分に架橋できないおそれがある。一方、過酸化物架橋剤の配合割合が上
記の範囲を超える場合には、架橋後の筒体が硬くなってシャフトをスムースに挿通できな
いおそれがある。
【００４０】
　これに対し、過酸化物架橋剤の配合割合を上記の範囲とすることで、架橋後の柔軟性を
確保しながらゴム分をより一層良好に架橋させることができる。
　（スルフェンアミド系促進剤）
　スルフェンアミド系促進剤としては、例えばＮ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアゾリ
ルスルフェンアミド、Ｎ－オキシジエチレン－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド、
Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピ
ル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド等の１種または２種以上が挙げられる。
【００４１】
　スルフェンアミド系促進剤の配合割合は、ゴム分の総量１００質量部あたり０．５質量
部以上であるのが好ましく、２．０質量部以下であるのが好ましい。
　スルフェンアミド系促進剤の配合割合がこの範囲未満では、加硫缶や連続架橋装置を用
いた架橋によってゴム分を十分に架橋できないおそれがある。一方、スルフェンアミド系
促進剤の配合割合が上記の範囲を超える場合には、架橋後の筒体が硬くなってシャフトを
スムースに挿通できないおそれがある。
【００４２】
　これに対し、スルフェンアミド系促進剤の配合割合を上記の範囲とすることで、架橋後
の柔軟性を確保しながら、ゴム分をより一層良好に架橋させることができる。
　（他の架橋成分）
　架橋成分としては、上記３成分に加えて、さらに他の促進剤や架橋助剤を配合してもよ
い。
【００４３】
　このうち架橋助剤としては、例えば酸化亜鉛等の金属酸化物や、ステアリン酸、オレイ
ン酸、綿実脂肪酸等の脂肪酸などの１種または２種以上が挙げられる。
　架橋助剤の配合割合は、ゴム分の総量１００質量部あたり３質量部以上、１０質量部以
下であるのが好ましい。
　〈その他の成分〉
　ゴム組成物には、さらに充填剤、老化防止剤、酸化防止剤、スコーチ防止剤、滑剤、顔
料、難燃剤、中和剤、および気泡防止剤からなる群より選ばれた少なくとも１種の添加剤
を配合してもよい。
【００４４】
　これにより、各成分を配合し、混練してゴム組成物を調製する際や、当該ゴム組成物を
筒状に押出成形する際の加工性を向上したり、成形後にゴム分を架橋させて得られる半導
電性ローラの機械的強度、耐久性等を向上したり、あるいは半導電性ローラのゴムとして
の特性、すなわち柔軟で、しかも圧縮永久歪みが小さくヘタリを生じにくい特性等を向上
したりできる。
【００４５】
　充填剤としては酸化亜鉛、シリカ、先の３種以外の他のカーボンブラック、クレー、タ
ルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、アルミナ等が挙げられ
る。このうちカーボンブラックとしては、同一の半導電性ローラ中での電気抵抗値のばら
つきを生じないために絶縁性の、もしくは弱導電性のカーボンブラックが好ましい。
　スコーチ防止剤としてはＮ－シクロヘキシルチオフタルイミド、無水フタル酸、Ｎ－ニ
トロソジフェニルアミン、２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン等が挙げられ
る。
【００４６】
　その他の成分としては、従来公知の任意の化合物が使用可能である。
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　以上の各成分を含むゴム組成物は従来同様に調製できる。すなわちＮＢＲとＥＰＤＭを
所定の割合で配合して素練りし、次いで架橋成分以外の添加剤を加えて混練した後、最後
に架橋成分を加えて混練することでゴム組成物を調製できる。
　混練には、例えばニーダ、バンバリミキサ、押出機等を用いることができる。
【００４７】
　《半導電性ローラ》
　図１は、本発明の半導電性ローラの、実施の形態の一例を示す斜視図である。
　図１を参照して、この例の半導電性ローラ１は、先に説明した各成分を含むゴム組成物
によって筒状に形成され、中心の通孔２にシャフト３が挿通されて固定されるとともに、
外周面４に紫外線照射によって酸化膜５が形成されたものである。
【００４８】
　シャフト３は、例えばアルミニウム、アルミニウム合金、ステンレス鋼等の金属によっ
て一体に形成される。半導電性ローラ１とシャフト３とは、例えば導電性を有する接着剤
等によって電気的に接合されるとともに機械的に固定されて一体に回転される。
　かかる半導電性ローラ１は、例えばレーザープリンタ等の、電子写真法を利用した画像
形成装置に組み込んで感光体の表面を一様に帯電させるための帯電ローラとして好適に使
用できる。
【００４９】
　半導電性ローラ１の径方向の厚みは、帯電ローラとして使用する場合、当該帯電ローラ
の小型化、軽量化を図りながら適度なニップ厚を確保するために０．５ｍｍ以上、特に１
ｍｍ以上であるのが好ましく、１５ｍｍ以下、中でも１０ｍｍ以下、特に７ｍｍ以下であ
るのが好ましい。
　半導電性ローラ１は、先に説明した各成分を含むゴム組成物を用いて、下記の工程を経
て製造される。
【００５０】
　すなわちゴム組成物を、押出成形機を用いて混練しながら加熱して溶融させた状態で、
半導電性ローラ１の断面形状、すなわち円環状に対応するダイを通して長尺の筒状に押出
成形する。
　次いで冷却して固化させた筒体を所定の長さにカットし、通孔２に架橋用の仮のシャフ
トを挿通した状態で加硫缶内に収容し、当該加硫缶内に加熱水蒸気を供給して加熱、加圧
することでゴム分を架橋させる。
【００５１】
　あるいは押出成形した筒体を長尺のまま送りながら連続架橋装置内を通過させて連続的
に架橋させたのち所定の長さにカットする。
　次いで外周面に導電性の接着剤を塗布したシャフト３を通孔２に挿通して、接着剤が熱
硬化性接着剤である場合は加熱により硬化させて半導電性ローラ１とシャフト３とを電気
的に接合するとともに機械的に固定する。
【００５２】
　そして必要に応じて半導電性ローラ１の両端をカットし、また外周面４を所定の表面粗
さになるように研磨したのち紫外線を照射することで、当該外周面４を構成するゴム組成
物中のＮＢＲのジエン結合部分を酸化反応させて酸化膜５を生成させる。これにより図１
に示す半導電性ローラ１が製造される。
　かかる半導電性ローラ１は、先に説明した各成分を含有するゴム組成物からなり、しか
も外周面４が酸化膜５で被覆されているため、先に説明したメカニズムにより、外周面の
周方向や幅方向で電気抵抗値がばらついたりせず均一である。また感光体の汚染や外周面
へのトナーの蓄積等よる画像不良が生じるおそれもない。しかも半導電性ローラ１は、上
記ゴム組成物を用いることと、上記の工程を経ることとが相まって、従来に比べてコスト
安価に製造することもできる。
【００５３】
　なお半導電性ローラ１は、外周面４側の外層と、シャフト３側の内層の２層構造に形成
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してもよい。その場合、少なくとも外層を本発明の構成とすればよい。
　また半導電性ローラ１は多孔質構造としてもよいが、耐摩耗性等を向上したり、先に説
明したヘタリによるニップ跡の発生を防止したりすることを考慮すると非多孔質構造であ
るのが好ましい。
【００５４】
　さらに半導電性ローラ１は、先に説明したようにローラ抵抗値が１０４Ω以上、１０６

．５Ω未満である必要がある。ローラ抵抗値は、外周面４に酸化膜５を形成した状態での
測定値である。
　《ローラ抵抗値の測定方法》
　図２は、半導電性ローラ１のローラ抵抗値を測定する方法を説明する図である。
【００５５】
　図１、図２を参照して、本発明では半導電性ローラ１のローラ抵抗値を温度２３℃、相
対湿度５５％の常温常湿環境下、印加電圧５０Ｖの条件で、下記の方法によって測定した
値でもって表すこととする。
　すなわち一定の回転速度で回転させることができるアルミニウムドラム６を用意し、か
かるアルミニウムドラム６の外周面７に、上方からローラ抵抗値を測定する半導電性ロー
ラ１の、酸化膜５を形成した外周面４を接触させる。
【００５６】
　また半導電性ローラ１のシャフト３とアルミニウムドラム６との間に直流電源８、およ
び抵抗９を直列に接続して計測回路１０を構成する。直流電源８は(－)側をシャフト３、
（＋）側を抵抗９と接続する。抵抗９の抵抗値ｒは１００Ωとする。
　次いでシャフト３の両端部にそれぞれ４５０ｇの荷重Ｆをかけて半導電性ローラ１をア
ルミニウムドラム６に圧接させた状態で、当該アルミニウムドラム６を回転（回転数：４
０ｒｐｍ）させながら、両者間に直流電源８から直流５０Ｖの印加電圧Ｅを印加した際に
抵抗９にかかる検出電圧Ｖを計測する。
【００５７】
　検出電圧Ｖと印加電圧Ｅ（＝５０Ｖ）とから、半導電性ローラ１のローラ抵抗値Ｒは、
基本的に式(1′)：
　Ｒ＝ｒ×Ｅ／（Ｖ－ｒ）　　　(1′)
によって求められる。ただし式(1′)中の分母中の－ｒの項は微小とみなすことができる
ため、本発明では式(1)：
　Ｒ＝ｒ×Ｅ／Ｖ　　　(1)
によって求めた値でもって半導電性ローラ１のローラ抵抗値とすることとする。測定の条
件は、先に説明したように温度２３℃、相対湿度５５％である。
【００５８】
　また半導電性ローラ１は、その用途等に応じて任意の硬さ、圧縮永久ひずみを有するよ
うに調整できる。かかる硬さ、圧縮永久ひずみ、並びにローラ抵抗値等を調整するために
は、例えばＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)を先に説明した範囲内で調整
したり、架橋成分としての硫黄、過酸化物架橋剤、スルフェンアミド系促進剤等の種類と
量を調整したり、カーボンブラックや充填剤その他の成分の種類と量を調整したりすれば
よい。
【００５９】
　本発明の半導電性ローラは帯電ローラのほか、例えば現像ローラ、転写ローラ、クリー
ニングローラ等としてレーザープリンタ、静電式複写機、普通紙ファクシミリ装置、ある
いはこれらの複合機等の、電子写真法を利用した画像形成装置に用いることができる。
【実施例】
【００６０】
　〈実施例１〉
　ＮＢＲ〔低ニトリルＮＢＲ、アクリロニトリル含量：１９．５％、非油展、ＪＳＲ(株)
製のＪＳＲ（登録商標）Ｎ２５０ＳＬ〕７０質量部、およびＥＰＤＭ〔エチレン含量：５
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０％、ジエン含量：９．５％、非油展、住友化学(株)製のエスプレン（登録商標）５０５
Ａ〕３０質量部をゴム分として、９Ｌニーダを用いて素練りしながら、下記表１に示す各
成分を先に説明した手順で加えてさらに混練してゴム組成物を調製した。
【００６１】
　ＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝７０／３０であった。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　表１中の各成分は下記のとおり。
　ＩＳＡＦ：カーボンブラック〔東海カーボン(株)製のシースト６〕
　粉末硫黄：架橋剤〔鶴見化学工業(株)製〕
　促進剤ＣＺ：Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド〔大内新興
化学工業(株)製のノクセラー（登録商標）ＣＺ〕
　過酸化物架橋剤：ジクミルパーオキサイド〔日油(株)製のパークミル（登録商標）Ｄ〕
　酸化亜鉛２種：架橋助剤〔三井金属鉱業(株)製〕
　表中の質量部は、先のゴム分の総量１００質量部あたりの質量部である。
【００６４】
　次に、調製したゴム組成物をφ６０の押出成形機に供給して外径φ１１．０ｍｍ、内径
φ５．５ｍｍの筒状に押出成形した後、外径φ３ｍｍの架橋用の仮のシャフトを挿通して
加硫缶内で１６０℃×３０分間加熱して架橋させた。
　次いで、外周面に導電性の熱硬化性接着剤（ポリアミド系）を塗布した外径φ６ｍｍの
金属シャフトを挿通し直してオーブン中で１５０℃×６０分間加熱して接着したのち両端
をカットし、広幅研磨機を用いて外径がφ８．５ｍｍになるまで外周面を研磨した。
【００６５】
　研磨後の外周面をアルコール拭きしたのち、ＵＶ光源から外周面までの距離を５０ｍｍ
としてＵＶ処理装置にセットし、３０ｒｐｍで回転させながら紫外線を５分間照射するこ
とで酸化膜を形成して半導電性ローラを製造した。
　〈実施例２、３、比較例１、２〉
　ＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)を８０／２０（比較例１）、５０／５
０（実施例２）、３０／７０（実施例３）、および２０／８０（比較例２）としたこと以
外は実施例１と同様にしてゴム組成物を調製し、半導電性ローラを製造した。
【００６６】
　〈比較例３〉
　粉末硫黄と促進剤ＣＺを配合しなかったこと以外は実施例１と同様にしてゴム組成物を
調製し、半導電性ローラを製造した。ＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝
７０／３０であった。
　〈比較例４〉
　過酸化物架橋剤を配合しなかったこと以外は実施例１と同様にしてゴム組成物を調製し
、半導電性ローラを製造した。ＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰＤＭ)＝７０／
３０であった。
【００６７】
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　〈実施例４、５、比較例５、６〉
　ＩＳＡＦの配合割合を、ゴム分の総量１００質量部あたり２５質量部（比較例５）、２
７．５質量部（実施例４）、３５質量部（実施例５）、および４０質量部（比較例６）と
したこと以外は実施例１と同様にしてゴム組成物を調製し、半導電性ローラを製造した。
　〈実施例６、７、比較例７、８〉
　ＩＳＡＦに代えてＳＡＦ〔東海カーボン(株)製のシースト９〕を、ゴム分の総量１００
質量部あたり２０質量部（比較例７）、２２．５質量部（実施例６）、３２．５質量部（
実施例７）、および３５質量部（比較例８）配合したこと以外は実施例１と同様にしてゴ
ム組成物を調製し、半導電性ローラを製造した。
【００６８】
　〈実施例８、９、比較例９、１０〉
　ＩＳＡＦに代えてＨＡＦ〔東海カーボン(株)製のシースト３〕を、ゴム分の総量１００
質量部あたり３０質量部（比較例９）、３２．５質量部（実施例８）、４０質量部（実施
例９）、および４５質量部（比較例１０）配合したこと以外は実施例１と同様にしてゴム
組成物を調製し、半導電性ローラを製造した。
【００６９】
　〈比較例１１〉
　ＩＳＡＦに代えてＦＥＦ〔東海カーボン(株)製のシーストＳＯ〕を、ゴム分の総量１０
０質量部あたり５０質量部配合したこと以外は実施例１と同様にしてゴム組成物を調製し
、半導電性ローラを製造した。
　〈比較例１２、１３〉
　ＩＳＡＦに代えて導電性カーボンブラック〔電気化学工業(株)製のデンカ　ブラック（
登録商標）〕を、ゴム分の総量１００質量部あたり２０質量部（比較例１２）、および３
０質量部（比較例１３）配合したこと以外は実施例１と同様にしてゴム組成物を調製し、
半導電性ローラを製造した。
【００７０】
　〈加工性評価〉
　架橋後に金属シャフトを挿通しなおす際に、スムースに挿通できたものを加工性良好「
○」、挿通できなかったものを加工性不良「×」と評価した。
　〈耐性評価〉
　滋賀院照射によって外周面にクラックが発生したものを耐性不良「×」、発生しなかっ
たものを耐性良好「○」と評価した。
【００７１】
　〈ローラ抵抗値の測定〉
　実施例、比較例で製造した半導電性ローラのローラ抵抗値を、温度２３℃、相対湿度５
５％の常温常湿環境下、印加電圧５０Ｖの条件で、先に説明した測定方法によって測定し
た。なお以下の表ではローラ抵抗値をｌｏｇＲ値で表している。
　〈実機試験〉
　感光体と、当該感光体の表面に常時接触させて配設された帯電ローラとを備え、レーザ
ープリンタ本体に着脱自在とされたトナーカートリッジ〔キヤノン(株)製のＣＲＧ－３１
６ＢＬＫ〕の純正の帯電ローラに代えて、実施例、比較例で製造した半導電性ローラを帯
電ローラとして組み込んだ。
【００７２】
　（初期画像評価）
　そして組み立てたトナーカートリッジを、直後にカラーレーザープリンタ〔キヤノン(
株)製のＬＢＰ５０５０〕に装填し、直ちにハーフトーン画像、ベタ画像を印刷して初期
画像として評価した。
　評価は、何らかの画像不良が見られたものを「×」、見られなかったものを「○」とし
た。
【００７３】
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　（通紙後画像評価）
　また装填して５００枚／日、１分間に２枚のペースでの通紙を５日間実施した後にハー
フトーン画像、ベタ画像を各５枚ずつ連続印刷して、通紙後画像として評価した。
　評価は、連続印刷の間に何らかの画像不良が見られたものを「×」、見られなかったも
のを「○」とした。
【００７４】
　（保管試験）
　また別に用意した、組み立てた直後のトナーカートリッジを温度５０℃、相対湿度９０
％の高温、高湿環境下で５日間静置したのち同じカラーレーザープリンタに装填してハー
フトーン画像、ベタ画像を各５枚ずつ枚連続印刷する保管試験を実施した。
　評価は、連続印刷中に１枚でも白スジの画像不良が見られたものを「×」、連続印刷の
全枚数を通して白スジの画像不良が全く見られなかったものを「○」とした。
【００７５】
　以上の結果を表２～表５に示す。
【００７６】
【表２】

【００７７】
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【００７８】
【表４】

【００７９】
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【表５】

【００８０】
　表３の比較例１の結果より、ゴム分としてのＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(Ｅ
ＰＤＭ)が８０／２０でＥＰＤＭの量が不足する場合には耐性が不十分で、紫外線照射に
よって外周面にクラックが発生することが判った。そのため比較例１は特性を評価しなか
った。
　また比較例２の結果より、ゴム分としてのＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢＲ)／(ＥＰ
ＤＭ)が２０／８０でＮＢＲの量が不足する場合には、通紙後画像評価においてシリカ等
の添加剤の蓄積による画像ムラが発生しているのが確認された。そしてこのことから、外
周面に良好な酸化膜が形成されていないことが判った。
【００８１】
　比較例３の結果より、架橋成分として過酸化物架橋剤のみを使用した場合には保管試験
において画像不良が発生した。そこで状態を確認したところ、半導電性ローラが感光体に
貼りついているのが確認され、ゴム分が架橋されていないことが判った。
　表４の比較例４の結果より、架橋成分として硫黄とスルフェンアミド系促進剤のみを使
用した場合には保管試験においてニップ跡の画像不良が発生した。そこで状態を観察した
ところ、保管時に感光体と接触し続けていた半導電性ローラの接触部位にヘタリが生じて
いるのが確認され、ゴム分の架橋が十分でないことが判った。
【００８２】
　表５の比較例１１の結果より、カーボンブラックとしてＦＥＦを使用するとともに、半
導電性ローラのローラ抵抗値を下げるために配合割合をゴム分の総量１００質量部あたり
５０質量部とした場合には架橋後に硬くなりすぎて、金属シャフトをスムースに挿通でき
ないことが判った。
　また比較例１２、１３の結果より、カーボンブラックとして導電性カーボンブラックを
使用した場合には、当該導電性カーボンブラックの分散性が低いため、酸化膜では十分に
カバーできない電気抵抗値のばらつきを生じて感光体の表面を均一に帯電させることがで
きず、形成画像に濃度ムラ等の画像不良を生じることが判った。
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【００８３】
　これに対し実施例１～９の結果より、ゴム分としてのＮＢＲとＥＰＤＭの質量比(ＮＢ
Ｒ)／(ＥＰＤＭ)を７０／３０～３０／７０の範囲とし、カーボンブラックとしてＳＡＦ
、ＩＳＡＦ、およびＨＡＦからなる群より選ばれた少なくとも１種を使用するとともに、
架橋成分として硫黄、過酸化物架橋剤、およびスルフェンアミド系促進剤の３種を併用す
ることで上記の問題をいずれも解消して、外周面の周方向や幅方向で電気抵抗値がばらつ
いたりせず均一な半導電性ローラを、従来に比べてコスト安価に製造できることが判った
。
【００８４】
　ただし実施例１、４、５、比較例５、６の結果より、カーボンブラックとしてＩＳＡＦ
を使用した系では、ローラ抵抗値を１０４Ω以上、１０６．５Ω以下の範囲として良好な
画像を形成するために、当該ＩＳＡＦの配合割合を、ゴム分の総量１００質量部あたり２
７．５質量部以上に設定するのが好ましく、３５質量部以下に設定するのが好ましいこと
が判った。
【００８５】
　また実施例６、７、比較例７、８の結果より、カーボンブラックとしてＳＡＦを使用し
た系では、ローラ抵抗値を上記の範囲として良好な画像を形成するために、当該ＳＡＦの
配合割合を、ゴム分の総量１００質量部あたり２２．５質量部以上に設定するのが好まし
く、３２．５質量部以下に設定するのが好ましいことが判った。
　さらに実施例８、９、比較例９、１０の結果より、カーボンブラックとしてＨＡＦを使
用した系では、ローラ抵抗値を上記の範囲として良好な画像を形成するために、当該ＨＡ
Ｆの配合割合を、ゴム分の総量１００質量部あたり３２．５質量部以上に設定するのが好
ましく、４０質量部以下に設定するのが好ましいことが判った。
【符号の説明】
【００８６】
１     半導電性ローラ
２     通孔
３     シャフト
４     外周面
５     酸化膜
６     アルミニウムドラム
７     外周面
８     直流電源
９     抵抗
１０   計測回路
Ｆ     荷重
Ｖ     検出電圧
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